
 

 

仲間で立ち上げ、趣味の 

活動をしているサークル 

支援のため、補助金を 

交付します。 
 

 

 
 

補助対象団体は 

 ①設立から 3 年以内のサークルで、会員が 10 名以上、年 6 回以上の 

学習会又は活動していること。 

②活動拠点が沼田市内であり、市民が自主的に立ち上げたサークルで 

あること。 

③過去に同事業の支援(補助)を受けていないこと。 

 

たとえば 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

※申請を希望する団体(サークル)は事務局にご相談ください。 

沼田市教育委員会事務局 生涯学習課市民文化推進係 

            TEL ２３－２１１１（内線３３２７） 

 

 
 

 
 

 

絵を描く 

ヨガを 

楽しむ 

手芸をする 

将棋を打つ 楽器を演奏する 

応募の〆切は２月 2７日(金)です。 


